
  訪問介護サービス 重要事項説明書  
 

 
 
 

当事業所が提供させていただく訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知って

おいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、

遠慮なく質問をしてください。 

 
 
１ 事業者（法人）の概要 

事業者名称   株式会社 令花 

代表者氏名 代表取締役 石 坂 和 巳 

所在地 
連絡先 

北海道旭川市豊岡１２条１丁目４番１４号 
電話   ０１６６－７６－１７０６ 
ＦＡＸ  ０１６６－３１－３００５        

法人設立年月日 令和元年１１月１日 

 
 
２ サービス提供を担当する事業所の概要 
 (1)事業所の所在地等 

事業所名称 指定訪問介護事業所 令花 

介護保険指定 
事業者番号 

北海道指定  指定事業者番号：０１７２９０７９９０ 

所在地 北海道旭川市豊岡１２条１丁目４番１４号 

連 絡 先 
 相談担当者名 

電話  ０１６６－７６－１７０６ 
ＦＡＸ ０１６６－３１－３００５ 
相談担当者氏名  石 坂  和 巳  

事業所の通常の 
事業実施地域 

 
旭川市 

 
 

 (2)事業の目的および運営方針 

事業の目的・ 

運営方針 

利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営む

事ができるよう支援し、利用者の意思及び人格を尊重して利用者の

立場に立った適切な訪問介護を提供します。 

 

 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間 

営  業  日 月曜日から金曜日 

営  業  時  間 午前９時から午後６時まで 
 

 (4)サービス提供可能な日と時間帯 

営  業  日 年中無休 

営  業  時  間 ２４時間対応 

  



(5)事業所の職員体制 

事業所の管理者  石 坂  和 巳 

 

職   種 職 務 内 容 人  員  数 

管 理 者 従業者と業務を一元的に管理 常勤１名 

サービス提供責任者 
訪問介護計画の作成 

サービス担当者会議の出席 

常勤１名 

非常勤１名 

訪 問 介 護 職 員 訪問介護サービスを提供 
常勤７名 

非常勤６名 

事  務  職  員  介護給付費の請求等 常勤１名 
 
 
３ 提供するサービス内容について 

身体介護 
食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、更衣介助、身体整容、 

体位変換、移動・移乗介助、服薬介助、起床・就寝介助、等 

生活援助 掃除、洗濯、等 

 

 

 

４ 利用料について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は１割負担の金額です。 

※当事業所は訪問介護同一建物減算３に該当していますので、通常の単位数から１２％減 

となっております。 

 

 

 

 



５ キャンセル料ついて 

② キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセル通知の時間によ

りキャンセル料を請求させていただきます。 

24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12時間前までにご連絡のない場合 
1提供あたりの料金の 

全額を請求いたします。 

※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

 

６ 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について 

① 利用料、その他の 

  費用の請求 

 

 

ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、 

利用月ごとの合計金額により請求いたします。 

イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 10日過ぎに 

ご家族様あてにお送りします。 

② 利用料、その他の 

  費用の支払い 

 

 

 

 

ア 請求月の末日までに、下記のいずれかの方法により 

お支払い下さい。 

○事業者指定口座への振り込み 

○現金支払い 

イ お支払いを確認しましたら必ず領収書をお渡しします

ので、保管をお願いします。 

 

※ 現金でお支払いされる方は、有料老人ホーム 令花 1階事務所にてお願い致します。 

 

※ 口座へお振込みされる方は、訪問介護サービス利用契約書に記載されています指定口

座までお願い致します。その際の振込手数料は、利用者様のご負担とさせて頂きます。 

 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から二ヶ月以上遅延し、さらに

支払いの督促から 14 日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で未払い分

をお支払いただくことになります。 

 

７ 担当介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について 

利用者のご事情により、担当介護員の変

更を希望される場合は、右の相談担当者

までご相談ください。 

                   

                   

相談担当者：石 坂  和 巳 

電話番号  ：０１６６－７６－１７０６ 

ＦＡＸ番号 ：０１６６－３１－３００５ 

受付日および受付時間 

  受付曜日：月曜日から金曜日   

受付時間：午前９時から午後６時まで ） 
 
 

※ 担当介護員の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整を行いますが、

事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承く

ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 

事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供

をする上で知り得た利用者及びその家族に関する

秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

 

 

② 個人情報の保護について 

 

 

 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議において利用者の個人情

報を用いません。また、利用者の家族の個人情報

についても、予め文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用い

ません。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報

が含まれる記録物については、善良な管理者の注

意をもって管理し、また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

 
 
９ 緊急時の対応について 

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医へ連絡を行う

等の必要な措置を講じるとともに、ご家族、介護支援専門員等へ連絡を行います。 

 

 

１０ 事故発生時の対応について 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者のご家族、居宅介護支

援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

また、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償致します。 

 

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 保険会社名 ： 損害保険ジャパン株式会社 

 保 険 名 ： 事業活動総合保険 

 

１１ 虐待の防止について 

     虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講じます。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

従業者に周知徹底を図ります。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備します。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

（５）サービス提供中に従業員または養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、高齢者虐待防止法に基づ

き速やかに市町村に通報します。 

 

 

 

 



１２ 身体拘束について 

サービスの提供にあたって利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

身体的拘束を行う場合は利用者又はご家族の同意を得て、身体拘束を行った日時、

理由等の記録を行います。 

 

１３ 業務継続計画の策定について 

感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するために 

業務継続計画を策定し、必要な措置を講じます。 

従業者に対して業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

実施します。 

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

 
１４ 衛生管理について 

   事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講 

じます。 

（１） 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６ヵ月に１回は開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底

を図ります。 

（４） 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（５） 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 

１５ ハラスメント対策について 

   適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われるハラスメント行

為であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害

されることを防止するため、必要に応じて適切な措置を講じるものとします。 

   利用者またはそのご家族による従業者への身体的暴力・精神的暴力やセクシュアル

ハラスメントがなされた場合、サービス提供することができなくなり契約の解除等

を行う場合があります。 

  〇身体的暴力・・身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

 〇精神的暴力・・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたり

する行為 

  〇セクシュアルハラスメント・・意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等 

性的な嫌がらせ 

 

 

１６ 第三者による評価の実施について 

実施の有無 → 無 

 

 

 



１７ サービス提供に関する相談、苦情について 

【事業者の窓口】 

 

 

 

 

【担当者】 

指定訪問介護事業所 令花 

所 在 地   旭川市豊岡１２条１丁目４番１４号 

電話番号   ０１６６－７６－１７０６ 

ＦＡＸ番号 ０１６６－３１－３００５ 

受付時間   午前９時から午後６時まで 

管理者   石 坂  和 巳 

サービス担当責任者   田 村  美 和 

 

※ 市町村の介護保険窓口等に苦情を申し立てることも出来ます。   

      旭川市役所 長寿社会課        電話番号 （0166）25－9797 

      北海道国民健康保険団体連合会     電話番号 （011）231－5161（代表） 

      

 

 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日  令和    年    月    日 

 

 

指定訪問介護サービスの提供開始に際し、本書麺に基づき重要事項の説明を行いました。 

   

事 

 

業 

 

者 

所 在 地 北海道旭川市豊岡１２条１丁目４番１４号 

法  人  名  株式会社 令花 

代 表 者 名  代表取締役  石 坂 和 巳        印 

事 業 所 名  指定訪問介護事業所 令花 

説明者氏名                       印 

 

 

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利 用 者 

住  所 
 

 

氏  名                    印 

 
 

代 理 人 

住  所 
 

 

氏  名                    印 

 


